
今後の協働のフローチャート
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各担当課に協働事

業及び協働候補事

業を照会

協働推進員を選出

依頼
各部より協働推進

員を選出

各課で実施して

いる協働事業や

今後実施し得る

協働候補事業を

協働推進員に提

出

各課から提出され

た事業を部毎に取

りまとめ、協働推

進担当課へ提出

提出された事業を

中間支援組織に共

有

本市における協働

を定義づけ、全庁

的に共有

共有された事業を

公益活動を行う団

体に情報提供

また、団体に働き

かけを行う

協働事業できる事

業について、各担

当課と協議

公益活動を行う団

体と協議し、事業

実施方法や協働形

態などを取り決め、

協働事業を実施

（仮称）協働推進

団体として協働事

業を実施

（仮称）協働推進

団体を報告

年度ごとに各課が

担当する（仮称）

協働推進団体を調

査

各部の（仮称）協

働推進団体を取り

まとめ報告を受けた（仮

称）協働推進団体

をリスト化し、各

共同利用施設等に

無料使用として情

報提供。

協働で実施希望の

事業を協働事業提

案制度を活用する

ため、中間支援組

織に相談

相談を受けた内容

について、協働で

きる事業か中身を

精査し、協働推進

担当課に報告

報告を受けた内容

をどこの担当か振

り分け、担当課に

報告。協働可能か、

協働の形態をどう

するか等協議

協議後、協働提案

した団体と複数回

打ち合わせし、協

働形態・予算が必

要かなど取り決め

る。

担当課との打ち合

わせ後、協働事業

提案を協働推進担

当課に行う

協働事業提案を受

理
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提出された事業を

市HP等で広く情報

開示する

協働に関する研修を実施

予算と関係なく協

働したい事業があ

る場合、随時、提


